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○３調査の分類対応関係

単身モニター（中分類） 状況調査

① 453 電気冷蔵庫 ①　28　冷蔵庫
② 455 電気掃除機 ②　29　掃除機
③ 456 電気洗濯機 ③　30　洗濯機
④ 470 エアコンディショナ ④　31　エアコン
⑤ 45X 電子レンジ
⑥ 451 炊事用電気器具
⑦ 452 炊事用ガス器具
⑧ 459 他の家事用耐久財
⑨ 472 ストーブ・温風ヒーター
⑩ 479 他の冷暖房用器具

生活家電

家計調査



単身モニター（中分類） 状況調査

①　28　冷蔵庫
②　29　掃除機
③　30　洗濯機
④　31　エアコン

家計調査

生活家電
（状況調査合成対象部分）

生活家電
（状況調査合成対象外部分）

単身モニター（中分類） 状況調査

① 453 電気冷蔵庫 ①　28　冷蔵庫
② 455 電気掃除機 ②　29　掃除機
③ 456 電気洗濯機 ③　30　洗濯機
④ 470 エアコンディショナ ④　31　エアコン
⑤ 45X 電子レンジ
⑥ 451 炊事用電気器具
⑦ 452 炊事用ガス器具
⑧ 459 他の家事用耐久財
⑨ 472 ストーブ・温風ヒーター
⑩ 479 他の冷暖房用器具

家計調査

生活家電
状況調査合成対象部分

生活家電
状況調査合成対象外部分

（按分処理）

合成⽅法（案１）
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傾向スコアによる合成

傾向スコアによる合成

⼀括して家計消費状況
調査と合成

・家計消費単⾝モニター調査結果を家計消費状況調査の調査対象部分（①〜④）と対象外部分
（⑤〜⑩）に按分（按分⽐には家計調査結果を使⽤）し、家計調査と傾向スコアによる合成。

・上記の合成結果のうち、家計消費状況調査の調査対象部分については、同調査と⼀括して合成。



単身モニター（中分類） 状況調査

①　28　冷蔵庫
②　29　掃除機
③　30　洗濯機
④　31　エアコン

ストーブ・温風ヒーター
他の冷暖房用器具

家計調査

電気冷蔵庫
電気掃除機
電気洗濯機
エアコンディショナ
電子レンジ
炊事用電気器具
炊事用ガス器具
他の家事用耐久財

単身モニター（中分類） 状況調査

① 453 電気冷蔵庫 電気冷蔵庫 ①　28　冷蔵庫
② 455 電気掃除機 電気掃除機 ②　29　掃除機
③ 456 電気洗濯機 電気洗濯機 ③　30　洗濯機
④ 470 エアコンディショナ エアコンディショナ ④　31　エアコン
⑤ 45X 電子レンジ 電子レンジ
⑥ 451 炊事用電気器具 炊事用電気器具
⑦ 452 炊事用ガス器具 炊事用ガス器具
⑧ 459 他の家事用耐久財 他の家事用耐久財
⑨ 472 ストーブ・温風ヒーター ストーブ・温風ヒーター
⑩ 479 他の冷暖房用器具 他の冷暖房用器具

家計調査

合成⽅法（案２）
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傾向スコアによる合成
（品⽬ごと）

・家計消費単⾝モニター調査結果を家計調査の収⽀項⽬（品⽬）単位に按分（按分⽐には家計調査
結果を使⽤）し、家計調査と傾向スコアによる合成（品⽬ごと）。

・上記の合成結果のうち、家計消費状況調査の調査対象品⽬については、同調査と品⽬単位で合成。

品⽬ごとに家計消費状
況調査と合成


